
 

 

令和４年度 ６月補正 

 

 

 

 

 

補 正 予 算 案 

主 要 事 項 調 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府宇治田原町 
 

 

 

 

 



令和 ４ 年度 ６月補正 

補正予算案主要事項調書 

 

             

福祉課関係        住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業費 ・・・・・・ １ 

 

 

健康対策課関係      新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 ・・・・・・・・・ ２ 

 

 

子育て支援課関係    :子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 ・・・・・・・・ ３ 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

令和４年度６月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

０千円 ２８，８００千円 ２８，８００千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金 

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」に基づい

て、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある

方々の生活・暮らしの支援措置の強化として、※令和４年度住民税非課税世

帯等に対して臨時特別給付金を支給する。 

 

※令和３年「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における本給付金を既に

受給している世帯等は支給対象要件を満たさない。 

 

〈内 容〉 

○支給対象世帯 

 （1）令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

 （2）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、（1）の 

世帯と同様の事情にあると認められる世帯 

      

○支給額 

１世帯当たり１０万円 

 

 

【支給の流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

 ※家計が急変した世帯に対しては、周知広報により申請を受付。 

 

担 当 課 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 

 

 

宇治田原町 

 

住  民  税 

均  等  割 

非課税世帯 

➀対象者へ確認書・案内等を送付 

➁確認書を返送 

➂指定銀行口座へ振込 
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令和４年度６月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名  新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

１９，５６６千円 ９，５３３千円 ２９，０９９千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目）の実施について国か

ら方針が示されたことから、綴喜医師会、京都府等と連携を図り、速やか

な接種の開始に向け、接種体制の確保を図る。 
 
〈内 容〉 
 

実施主体 町（ワクチン確保・流通等については国・府が実施主体） 

接種場所 
町内の集団接種会場もしくは医療機関（原則、住民票所在地） 

※集団接種会場は役場庁舎で実施 

接種費用 無料 

接種対象者 

３回目接種後、５か月以上を経過した者のうち、接種日時点で

①６０歳以上の者、②１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有す

る者、その他重症化リスクが高いと医師が認める者 

接種回数 １回 

事業フロー 実施期間：令和４年５月末(法令改正後)～令和４年９月３０日 

①６０歳以上の者 

３回目接種時と同様に３回目接種完了者に意向調査を実施し、

３回目接種から５か月以上を経過する者から順次日程調整し、

役場庁舎での集団接種を実施する。(接種券は全対象者に発送) 

・３回目を２月に接種した者→７月中旬開始予定 

②基礎疾患を有する者等 

接種を希望する者へは申請のうえ接種券を発行し、町集団接種、

かかりつけ医療機関等で接種。身体障害者手帳、療育手帳又は

精神障害者保健福祉手帳の所持者及び１，２回目接種において

基礎疾患を理由に優先接種を申請していた者へは、予め接種券

を送付する。   

担 当 課 健康対策課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和４年度６月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

０千円 ６，６２０千円 ６，６２０千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金

子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価

高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支

援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 

 

〈内 容〉 

○対象児童 

・基準日（令和４年３月３１日）時点で、１８歳未満の児童（※障がい児

の場合、２０歳未満） 

 ・令和４年４月から令和５年２月末までの新生児 

 

○支給対象者 

 上記の対象児童を養育する父母等であり、令和４年度分の住民税（均等

割）が非課税である者。または令和４年１月１日以降の収入が急変し、住

民税非課税相当の収入となった者。 

 

○支給額 

児童１人あたり５万円 

 

○申請方法 

 ・児童手当受給者及び特別児童扶養手当受給者に対しては、支給する旨

の通知を行った後、一定期間内に受給拒否届出がなければ口座振込。（申

請不要） 

 ・その他の対象者は、申請に基づき支給（申請期限：令和５年２月末）。 

 

○支給予定時期 

 令和４年７月上旬（以降随時） 

 

 

担 当 課 子育て支援課 電 話 ８８－６６３６ 

 


